
第２次秋田県環境教育等に関する行動計画【中間見直し版】の概要 温暖化対策課

環境教育等促進法に定められた国の基本方針の変更（令和６年

５月）や、環境教育等を取り巻く状況の変化を踏まえた中間見直

しを実施

・環境保全活動 大人や子ども、家庭、民間団体、事業者等の

あらゆる主体による自発的な取組の推進

・環 境 教 育 ESD※１の考え方を踏まえた、知識の習得と行

動変容の促進

・協 働 取 組 中間支援機能※２を軸とした、多様な主体によ

る協働プロセスの構築

【策定の趣旨】
環境教育や環境保全活動等を推進し、持続可能な社会づくりに主体的に参加できる人の育成を図る。

【計画期間】
令和3年度～12年度（10年間） ※中間見直し版は令和8年度～12年度（5年間）

基本的な考え方

国の基本方針

・環境学習に関する事業への参加に地域差が見られる。

・地域において環境活動を支援する人材の高齢化等により、人材

（後継者）の確保が難しい。

・事業者など多様な主体が地域における環境教育に関わっていく

ことが求められている。

・学校におけるESDの考え方に基づいた環境教育の重要性が高ま

っており、教職員への支援が求められている。

※１：環境問題等の社会課題を自分ごととして考え、行動する力を育む教育

※２：地域の支援機関が担う、各主体における環境活動の実践をサポートする機能

持続可能な社会づくりに主体的に参加できる人の育成

現状と課題

見直しのポイント

柱２ 人材の育成・活用

柱１ 環境学習の機会・場づくり 柱３ 情報の発信・提供

柱４ 各主体の連携・協働取組の推進

推進する施策

管理指標

【施策目標】

地域の資源を十分に活用し、人口減少下にあっても、より多くの県民

に学びの場と機会を提供する。

【取組の方向性・主な取組】

○ 地域の特色を生かした教育活動の推進

○ 体験を伴う環境学習の場として、社会教育施設や事業者の施設、自然

公園等の有効活用

○ 少子化を前提とした環境学習の機会の維持・改善

○ 【拡】民間団体等が提供する環境学習プログラムや

 地域の人材に関する情報提供による、新たに環境

 教育に取り組む学校の拡大

 ・気候変動や環境保全等をテーマとした環境教育

 を行う講師の派遣

【施策目標】

学校等・地域において環境教育を担う人材を育成し、活躍機会をつくる。

【取組の方向性・主な取組】

○ 環境教育を担う人材の養成・スキルアップ、 活動しやすい環境の整備

○ 【拡】研修等に参加する機会づくりや、中間支援

組織等の活用に向けた支援

 ・学校等における環境教育の充実に係る手法や

好事例等の共有

○ 【新】事業者や学生等が担い手となる持続的な

人材確保

 ・地域で地球温暖化防止活動推進員等として活動

する新たな人材の確保

【施策目標】

環境保全及び環境学習に係る情報を求める人に適切に伝わる工夫を行う。

【取組の方向性・主な取組】

○ 環境教育の実施主体に向けた必要な情報の提供

○ 地域で実施されている環境保全活動の周知、優れた

取組の顕彰

○ 【拡】関係機関との連携による、環境活動の実践に

 役立つ情報の効果的な発信

 ・環境分野を含む様々なイベント等と連携した、

 環境配慮行動を促す情報発信

【施策目標】

多様な主体が連携・協働した環境保全活動や環境教育等の取組を強化する。

【取組の方向性・主な取組】

○ 身近な地域や自然等をフィールドとする各主体が連携した取組の推進

○ 活動の周知や情報交換の機会提供による民間団体等のつながりの拡大

○ 【拡】業界団体等の多様な主体の参加促進

 ・活動や学びの場を提供する事業者と連携した、

 地域における環境教育の充実

○ 【新】地域ESD 活動推進拠点※３等の活用による連携

 取組の充実と、学校等における環境教育の質の向上

 と教職員の負担軽減の両立

 ・環境教育の実践を支援する学習プログラム等に

 ついての情報提供

※３：学校等からの相談を受け環境教育等の実践をサポートする地域の支援団体

【環境教育の授業の様子】

【あきた白神認定ガイド
新規認定講習】

【あきたエコフェス
会場風景】

施策
の柱

指標名
指標値

現状 最終年度(R12)

柱１

こどもエコクラブ会員割合
< 県内の幼児(3歳)から高校生の人数に占める、
こどもエコクラブの会員の割合 >

4.9%(R6) 5.0%

SDGs講師派遣件数
< SDGsと環境をテーマに学校へ講師派遣を
行った件数 >

12件(R6) 18件
（うち新規8件）

柱２
地域で環境教育活動の支援等に
取り組む団体数

－ 8団体以上

柱３
柱４

あきたエコフェス来場者数
28,000人

(H23-R6平均)
28,000人

目指す姿

【環境大賞 表彰式】

【計画の位置づけ】
・環境教育等促進法第８条の規定に基づき、国の基本方針を勘案して策定する、県の環境教育等の推進
に関する計画

・第３次秋田県環境基本計画における環境教育、環境学習に係る施策を具体化する個別計画
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